
福 祉 保 健 委 員 会 

平成２４年３月２１日 

墨田区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （対象者） 

第３条 〔略〕 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のい

ずれかに該当する子どもを養育している者

は、当該子どもに係る医療費の助成につい

ては、対象者としない。 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

 ⑶ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第６条の３第８項に規定する小規模

住居型児童養育事業を行う者又は同法第

６条の４第１項に規定する里親に委託さ

れている者 

（医療証の助成方法） 

第７条 医療費の助成は、病院、診療所若し

くは薬局又はその他の者(以下「病院等」と

いう。)に、医療証の交付を受けた対象者が、

医療証を提示して、診療、薬剤の支給又は

手当てを受けた場合に、助成する額を当該

病院等に支払うことによって行う。 

２ 〔略〕    

 〔同左〕 

第３条 〔略〕 

２ 〔同左〕 

 

 

 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

⑶ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第６条の２第８項に規定する小規模

住居型児童養育事業を行う者又は同法第

６条の３第１項に規定する里親に委託さ

れている者 

〔同左〕 

第７条 医療費の助成は、病院、診療所若し

くは薬局又はその他の者(以下「病院等」と

いう。)に、医療証の交付を受けた対象者が、

医療証を提示して、診療、薬剤の支給又は

手当を受けた場合に、助成する額を当該病

院等に支払うことによって行う。 

２ 〔略〕 

付 則 

 この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



※ 児童福祉法の一部改正新旧対照表（抄） 

改  正  後 改  正  前 
  

 第６条の２ この法律で、障害児通所支援と

は、児童発達支援、医療型児童発達支援、

放課後等デイサービス及び保育所等訪問支

援をいい、障害児通所支援事業とは、障害

児通所支援を行う事業をいう。 

２ この法律で、児童発達支援とは、障害児

につき、児童発達支援センターその他の厚

生労働省令で定める施設に通わせ、日常生

活における基本的な動作の指導、知識技能

の付与、集団生活への適応訓練その他の厚

生労働省令で定める便宜を供与することを

いう。 

３ この法律で、医療型児童発達支援とは、

上肢、下肢又は体幹の機能の障害（以下「肢

体不自由」という。）のある児童につき、

医療型児童発達支援センター又は独立行政

法人国立病院機構若しくは独立行政法人国

立精神・神経医療研究センターの設置する

医療機関であつて厚生労働大臣が指定する

もの（以下「指定医療機関」という。）に

通わせ、児童発達支援及び治療を行うこと

をいう。 

４ この法律で、放課後等デイサービスとは、

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第

１条に規定する学校（幼稚園及び大学を除

く。）に就学している障害児につき、授業

の終了後又は休業日に児童発達支援センタ

ーその他の厚生労働省令で定める施設に通

わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、

社会との交流の促進その他の便宜を供与す

ることをいう。 

５ この法律で、保育所等訪問支援とは、保

育所その他の児童が集団生活を営む施設と

して厚生労働省令で定めるものに通う障害

児につき、当該施設を訪問し、当該施設に

おける障害児以外の児童との集団生活への

適応のための専門的な支援その他の便宜を

供与することをいう。 

６ この法律で、障害児相談支援とは、障害

児支援利用援助及び継続障害児支援利用援

助を行うことをいい、障害児相談支援事業

とは、障害児相談支援を行う事業をいう。 

７ この法律で、障害児支援利用援助とは、

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２１条の５の６第１項又は第２１条の５

の８第１項の申請に係る障害児の心身の状

況、その置かれている環境、当該障害児又

はその保護者の障害児通所支援の利用に関

する意向その他の事情を勘案し、利用する

障害児通所支援の種類及び内容その他の厚

生労働省令で定める事項を定めた計画（以

下「障害児支援利用計画案」という。）を

作成し、第２１条の５の５第１項に規定す

る通所給付決定（次項において「通所給付

決定」という。）又は第２１条の５の８第

２項に規定する通所給付決定の変更の決定

（次項において「通所給付決定の変更の決

定」という。）（以下この条及び第２４条

の２６第１項第１号において「給付決定等」

と総称する。）が行われた後に、第２１条

の５の３第１項に規定する指定障害児通所

支援事業者等その他の者（次項において「関

係者」という。）との連絡調整その他の便

宜を供与するとともに、当該給付決定等に

係る障害児通所支援の種類及び内容、これ

を担当する者その他の厚生労働省令で定め

る事項を記載した計画（次項において「障

害児支援利用計画」という。）を作成する

ことをいう。 

８ この法律で、継続障害児支援利用援助と

は、通所給付決定に係る障害児の保護者（以

下「通所給付決定保護者」という。）が、

第２１条の５の７第８項に規定する通所給

付決定の有効期間内において、継続して障

害児通所支援を適切に利用することができ

るよう、当該通所給付決定に係る障害児支

援利用計画（この項の規定により変更され

たものを含む。以下この項において同じ。）

が適切であるかどうかにつき、厚生労働省

令で定める期間ごとに、当該通所給付決定

保護者の障害児通所支援の利用状況を検証

し、その結果及び当該通所給付決定に係る

障害児の心身の状況、その置かれている環

境、当該障害児又はその保護者の障害児通

所支援の利用に関する意向その他の事情を

勘案し、障害児支援利用計画の見直しを行

い、その結果に基づき、次のいずれかの便

宜の供与を行うことをいう。 

⒧ 障害児支援利用計画を変更するととも

に、関係者との連絡調整その他の便宜の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



供与を行うこと。 

⑵ 新たな通所給付決定又は通所給付決定

の変更の決定が必要であると認められる

場合において、当該給付決定等に係る障

害児の保護者に対し、給付決定等に係る

申請の勧奨を行うこと。 

第６条の３ 〔略〕 

２～７ 〔略〕 

８ この法律で、小規模住居型児童養育事業

とは、第２７条第１項第３号の措置に係る

児童について、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、保護者のない児童又は保護者に

監護させることが不適当であると認められ

る児童（以下「要保護児童」という。）の

養育に関し相当の経験を有する者その他の

厚生労働省令で定める者（次条第１項に規

定する里親を除く。）の住居において養育

を行う事業をいう。 

９ 〔略〕 

第６条の４ この法律で、里親とは、養育里

親及び厚生労働省令で定める人数以下の要

保護児童を養育することを希望する者であ

つて、養子縁組によつて養親となることを

希望するものその他のこれに類する者とし

て厚生労働省令で定めるもののうち、都道

府県知事が第２７条第１項第３号の規定に

より児童を委託する者として適当と認める

ものをいう。 

２ 〔略〕 

 

 

 

 

 

 

第６条の２ 〔略〕 

２～７ 〔略〕 

８ 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 〔略〕 

第６条の３ 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 〔略〕   

【施行期日】平成２４年４月１日 

 


